
別紙４ 

組織的対応 

 

                  日常の観察・該当児童や保護者からの訴え・情報提供等情報 

                  いじめアンケート、教育相談、個人懇談など 

 

 

 

 

（１）報告の流れ 

情報を得た教職員 

  → ①当該児童の担任・学年教師等（複数で対応） 

②教頭・生活指導担当 

③校長 

④市教育委員会 

（２）保護者へは、事実確認をした後、 

連絡する。（その後は適宜連絡） 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ情報のキャッチ 

正確な実態把握 

 

指導体制・方針決定 

 

即
対
応 

いじめ対応チームの招集・指揮（校長） 

 

即 対 応 

児童への指導・支援 

・学年で対応する。 

（単独では対応しない。） 

・「いじめ対応チーム」へ

の報告・連絡・相談を

適宜行う。 

連携 保護者 

 

・連絡・相談 

・支援の依頼 
関係機関 

 

・市教育委員会学校教育課 
 0797-38-2087 
・芦屋警察署生活安全課少年係 
0797-23-0110 

・西宮サポートセンター 
 0798-35-3875 
・家庭児童相談室 
31-0643 

・青少年愛護センター 
 31-8229 
・適応教室 
 23-8567 

※生命又は身体の安全が脅かされるような重大な事案が発生した場合 

 １ 速やかに市教育委員会や警察等の関係機関へ報告する。 

 ２ 市教育委員会の支援のもと管理職が中心となり、学校全体で組織的に対応し、迅速に事案解決にあた

る。 

 ３ 事案によっては、当事者の同意を得た後、説明文書の配布や緊急保護者会を実施する。 

 ４ 情報の報告やマスコミ対応などは、情報の窓口を一本化する。 

※ネットによるトラブルについて 

 情報セキュリティーに関する学習会を児童と保護者対象に毎年実施し、学校と家庭が協力できるような体

制を作っていく。 


